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 旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正
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旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 

旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年旭市条

例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１８号中「教育・保育給付認定証」を「支給認定証」に改め、

同条第２４号中「第４３条第３項」を「第４３条第２項」に改める。 

第８条中「場合は」の次に「、必要に応じて」を加え、「教育・保育給

付認定証」を「支給認定証（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の

交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則（平

成２６年内閣府令第４４号）第７条第２項の規定による通知）」に改める。 

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼

保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認

定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施

設の職員にあっては、学校教育法第２８条第２項において準用する認定

こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。 

第３７条第１項中「事業内保育事業」を「事業所内保育事業」に改め

る。 

第４２条第８項中「第１項本文」を「第１項」に、「適切な」を「適切

かつ」に改め、「（以下この項において「居宅訪問型保育連携施設」とい

う。）」を削り、同条第９項中「第１項本文」を「第１項」に改め、同条

第１０項中「附則第５条」を「附則第４条」に改める。 

附則第４条中「特定地域型保育事業者」の次に「（特例保育所型事業所

内保育事業者を除く。）」を加え、「必要な」を「必要かつ」に、「第４２

条第１項本文」を「第４２条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


